
令和２年９月３０日 

令和３年度の財政投融資計画要求書 

(機関名：地方公共団体) 

１．令和３年度の財政投融資計画要求額
(単位：億円、％)

金額 伸率

(1)財政融資 42,494 29,326 13,168 44.9

(2)産業投資 － － － －

うち 出　資 － － － －

うち 融　資 － － － －

(3)政府保証 － － － －

うち 国内債 － － － －

うち 外　債 － － － －

うち 外貨借入金 － － － －

42,494 29,326 13,168 44.9

対前年度比

合　　　計

区　　分
令和３年度
要   求   額

令和２年度
計   画   額

（注） 額については、令和３年度の国の予算編成の動向等を踏まえ、地方財政の状況等について検討を加え、全体として所要の修正を行うこととしている。 

また、「東日本大震災分」に係る地方債計画については、東日本大震災に関連する事業を円滑に推進できるよう、所要額について、その全額を

公的資金で確保を図ることとし、別途策定するものとしている。 

なお、令和２年度計画額及び令和３年度要求額は、令和２年度の「通常収支分」に係る地方債計画及び令和３年度の「通常収支分」に係る地方

債計画（案）における財政融資資金の額であり、「東日本大震災分」を加えた令和２年度当初計画額は２９，３４６億円である。 

２．財政投融資計画残高
(単位：億円、％)

金額 伸率

(1)財政融資 447,621 428,438 19,183 4.5

(2)産業投資 － － － －

うち 出　資 － － － －

うち 融　資 － － － －

(3)政府保証 － － － －

うち 国内債 － － － －

うち 外　債 － － － －

うち 外貨借入金 － － － －

447,621 428,438 19,183 4.5

対前年度比

合　　　計

区　　分
令和３年度末
残高（見込）

令和２年度末
残高（見込）

（注） 計数は、一定の仮定に基づく推計値である。



３．事業計画及び資金計画 

事業計画 (単位：億円)

154,004 117,336 36,668

令和３年度
要   求   額

令和２年度
計   画   額

増　減

事業計画の合計額

区　　分

 
（注） 令和２年度計画額及び令和３年度要求額は、令和２年度の「通常収支分」に係る地方債計画及び令和３年度の「通常収支分」に係る

地方債計画（案）それぞれの総額であり、「東日本大震災分」を加えた令和２年度当初計画額は１１７，３６０億円である。 

 

資金計画 (単位：億円)

154,004 117,336 36,668

42,494 29,326 13,168

財政融資 42,494 29,326 13,168

産業投資 － － －

政府保証 － － －

111,510 88,010 23,500

地方公共団体金融機構 23,048 18,221 4,827

市場公募 50,531 38,500 12,031

銀行等引受 37,931 31,289 6,642

自己資金等

区　　分
令和３年度
要   求   額

令和２年度
計   画   額

増　減

事業計画実施に必要な資金の合計額

(財源)
財政投融資

 
（注） 額については、令和３年度の国の予算編成の動向等を踏まえ、地方財政の状況等について検討を加え、全体として所要の修正を行

うこととしている。 

また、「東日本大震災分」に係る地方債計画については、東日本大震災に関連する事業を円滑に推進できるよう、所要額について、

その全額を公的資金で確保を図ることとし、別途策定するものとしている。 

なお、令和２年度計画額及び令和３年度要求額は、令和２年度の「通常収支分」に係る地方債計画及び令和３年度の「通常収支分」

に係る地方債計画（案）の額であり、「東日本大震災分」を加えた令和２年度当初計画の総額及び財政融資資金の額は１１７，３６

０億円及び２９，３４６億円である。 



財政投融資を要求するに当たっての基本的考え方 
 (機関名：地方公共団体) 

＜官民の役割分担・リスク分担＞ 
１．政策目的の実現に必要な範囲内で、金融・資本市場に関与するに際し、官民の適切
な役割分担がなされているか。 

２．官民が適切にリスク分担し、民間企業のモラルハザードを防止しつつ、適度な支援
を行っているか。 

＜対象事業の重点化・効率化＞ 
３．「民間にできることは民間に委ねる」という民業補完性を確保する観点から、対

象事業の重点化や効率化をどのように図っているか。 

１～３について 
地方公共団体は、国の経済・財政対策や国の予算等と整合的に作成される地方財政

計画等を踏まえ、道路、河川、上下水道などの社会資本整備等を行っており、国の取
り組みと歩調を合わせ、官民の適切な役割分担を図っているものである。 
事業の実施に当たっては、地方自治法等の関係法令に基づき、地方議会の議決等の

民主的な手続により意思決定がなされている。地方債は、地方公共団体が上記のよう
な社会資本整備等を進めるために欠くことのできない重要な財源であり、特に、 

① 災害復旧事業、国が実施方針を定めている公共事業、国が地方公共団体
の規模等にかかわらず実施を義務付けている義務教育施設の整備事業な 
ど、国の政策と密接な関係のある事業や地方交付税総額の不足に伴う補填
措置である臨時財政対策債については、国の責任として公的資金を確保す
る必要があること、 

② 民間資金だけでは施設の耐用年数に見合った長期でかつ低利の資金調達
に限界があること、 

③ 地方公共団体間の資金調達能力の差を踏まえた資金を供給する必要があ
ること、 

等から、地方債の原資として一定量の公的資金が必要である。 

  特に、令和３年度においては、大幅に増加する臨時財政対策債について、そもそも

本来的には法定率の引上げによって地方交付税を安定的に確保すべきところ、これに

代えて対応するという仕組みであることを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響

により、地方税等の大幅な減収が見込まれる極めて厳しい状況であることから、類似

の状況であったリーマンショック時の対応と同様、相当規模の財政融資資金を国の責

任として確保する必要がある。 

  なお、地方公共団体が発行する地方債は、今後とも確実に償還されるものである。 
 
＜財投計画の運用状況等の反映＞ 
４．財投編成におけるＰＤＣＡサイクルを強化する観点から、財投計画の運用状況を財
政投融資の要求内容にどのように反映しているか。 

令和２年度の地方債計画の策定に当たっては、各事業の実施状況等を踏まえた上

で、その所要額を確保したところであり、これにより、地方公共団体は社会資本整

備等を円滑に実施しているところである。 
  令和３年度においても「通常収支分」に係る地方債計画（案）においては、各事業

の実施状況等を踏まえて策定された令和２年度計画を勘案して、必要な公的資金につ

いて計上している。 
 (参考：過去３カ年の財政投融資の運用残額) 

           ２９年度   ３０年度   元年度 

   運用残額   5,255 億円   3,420 億円     4,715 億円 

      運用残率    9.3％       6.3％          8.1％ 

(注)「運用残率」は、改定後現額(改定後計画＋前年度繰越)に対する運用残額の割合(％)。 



成長戦略等に盛り込まれた事項について 

 (機関名：地方公共団体) 

 

「経済財政運営と改革の基本方針２０２０」及び「成長戦略実行計画・成長戦略フ

ォローアップ・令和２年度革新的事業活動に関する実行計画」に盛り込まれた事項

に関する要求内容 

 

 

「経済財政運営と改革の基本方針２０２０」 

第１章 新型コロナウイルス感染症の下での危機克服と新しい未来に向けて 

 ５．感染症拡大を踏まえた当面の経済財政運営と経済・財政一体改革 

第２章 国民の生命・生活・雇用・事業を守り抜く 

２．防災・減災、国土強靱化－激甚化・頻発化する災害への対応 

３．東日本大震災等からの復興 

第３章 「新たな日常」の実現 

２．「新たな日常」が実現される地方創生  

 

 

などの施策を推進するため、財政融資資金を活用し、道路、河川、上下水道等の社

会資本整備等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



財政投融資の要求に伴う政策評価（基本的事項） 

 (機関名：地方公共団体) 

 

１．政策的必要性 

２．民業補完性 

３．有効性 

４．その他 

 

１～４について 

地方公共団体は、政策目標の実現のため、地方財政計画等を踏まえ、国庫補助事

業や地域の実情に即した地方単独事業の実施等により、道路、河川、上下水道など

の社会資本整備を行っており、国と同様に公共投資等の実施主体である。 

地方債は、地方公共団体が上記のような社会資本整備等を進めるために欠くこと

のできない重要な財源であり、 

①  災害復旧事業、国が実施方針を定めている公共事業、国が地方公共団体の

規模等にかかわらず実施を義務付けている義務教育施設の整備事業など、ま

た地方交付税総額の不足に伴う補填措置である臨時財政対策債については、

国の責任として公的資金を確保する必要があること、 

②  民間資金だけでは施設の耐用年数に見合った長期でかつ低利の資金調達

に限界があること、 

等から、地方債の原資として一定量の公的資金が必要である。 

 

  特に、令和３年度においては、大幅に増加する臨時財政対策債について、そもそ

も本来的には法定率の引上げによって地方交付税を安定的に確保すべきところ、こ

れに代えて対応するという仕組みであることを踏まえ、新型コロナウイルス感染症

の影響により、地方税等の大幅な減収が見込まれる極めて厳しい状況であることか

ら、類似の状況であったリーマンショック時の対応と同様、相当規模の財政融資資

金を国の責任として確保する必要がある。 

   

なお、地方公共団体が発行する地方債は今後とも確実に償還されるものである。 

 




